
議案第 ９ 号

子どもの権利に関する条例の一部を改正する条例

令和 ７ 年 ３ 月 ５ 日提出

熊取町長 藤 原 敏 司

提案理由

「熊取町子ども・子育て支援計画（以下、「支援計画」という。）」について、こども

基本法（令和４年法律第 77 号）第 10条第２項に基づく「市町村こども計画」に包含し、

令和７年度から「熊取町こども計画」として策定することに伴い、条例中に支援計画の

名称を使用している条例の一部を改正する必要が生じるため、この条例案を提出するも

のです。
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子どもの権利に関する条例の一部を改正する条例

子どもの権利に関する条例（令和４年条例第６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前に掲げる規定を同表の改正後に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（附属機関条例の一部改正）

第２条 附属機関条例（平成25年条例第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前に掲げる規定を同表の改正後に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後 改正前

（相談支援体制の確保と子育て支援施策の実行） （相談支援体制の確保と子育て支援施策の実行）

第８条 （略） 第８条 （略）

２ 町は、「熊取町こども計画 」に基づく施策を実行

します。

２ 町は、「熊取町子ども・子育て支援計画」に基づく施策を実行

します。
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改正後 改正前

（設置） （設置）

第１条 法律又はこれに基づく政令に定めがあるもの又は別に条例

で定めるものを除くほか、地方自治法（昭和22年法律第67号）第1

38条の４第３項の規定に基づき、町が設置する執行機関の附属機

関は次のとおりとする。

第１条 法律又はこれに基づく政令に定めがあるもの又は別に条例

で定めるものを除くほか、地方自治法（昭和22年法律第67号）第1

38条の４第３項の規定に基づき、町が設置する執行機関の附属機

関は次のとおりとする。

（１） 町長の附属機関 （１） 町長の附属機関

（２） （略） （２） （略）

名称 担任事務

（中略）

14 子ども・子育て会議 熊取町こども計画 の策定等

に関する審議、実施状況及び推進

に関すること。

（以下略）

名称 担任事務

（中略）

14 子ども・子育て会議 子ども・子育て支援計画の策定等

に関する審議、実施状況及び推進

に関すること。

（以下略）
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